
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

日 時  平成２９年１０月１８日 (水) 

事業承継セミナー １３:３０～１５:００／個別相談会１５：００～１６：００ 

会 場  木更津商工会議所３F 研修室  受 講 料   無 料 

定  員  セミナー３０名／個別相談 5 名 (定員になり次第締切りとなります。) 

お申込  下記申込書に必要事項をご記入頂き FAX またはお電話にてお申し込み下さい。 

木更津商工会議所 電話 ３７－８７００／FAX ３７－８７０５ 

主 催  木更津商工会議所中小企業相談所／共 催 千葉県産業振興センターよろず支援拠点 

協 力  君津信用組合・木更津青色申告会・日本政策金融公庫・木更津市産業創業支援センター 

FAX37‐8705 木更津商工会議所 行 

『もしもの時ではもう遅い 落語で学ぶ相続･事業承継』受講申込書 (10／18) 

事 業 所 名  
Ｔ Ｅ Ｌ        － 

Ｆ Ａ Ｘ        － 

所 在 地 
(〒     -     ) 

 

受 講 者 氏 名 

役職 氏名 役職 氏名 

個別に相談を

希望する場合 
相談希望先に○
を御付け下さい 

＜本日の講師＞ 
こころ亭久茶 氏 

日本政策金融公庫 
（金融相談全般） 

千葉県よろず支援拠点
（事業承継・経営相談） 

 
※ご記入頂きました情報は、セミナーに関する連絡・参加者名簿作成および当会議所からの各種連絡･情報提供のために利用します。 
※当会議所から定員越えの連絡がない限り、本セミナーは受講可能ですので当日は直接会場にお越しください。 

≪内容≫ 

◆将来の消費増税に備える今から出来る事 

◆今時の相続事情…相続問題のあんなことこんなこと 

◆亡くなる前から相続争いは始まっている、後見制度の重要性 

◆事業承継は課題山積…後継者・自社株式・借入金はどうする？ 

◆相続税の増税で大変だ!…対策は大丈夫ですか？ 
 

 

 
◆講 師◆ 

行政書士きざき法務オフィス 代表 

＜プロフィール＞ 

相続問題の実務家 （注：プロの落語家ではありません）  

行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者 

賃貸不動産経営管理士・認定住宅ローンアドバイザー 他 

開 

催 

要 
領 

もしもの時ではもう遅い 

落語で学ぶ 

 
 

消費税率引上げに伴う価格転嫁には「経営力の強化」が必要です。また経営力の強化のためには、事業承継も

課題の一つとなります。どこでも起りうる相続問題。その難しい話に相続トラブル解決実績を多数もつ実務家

行政書士が相続・事業承継にまつわる問題や解決法を「落語風にわかりやすく解説」いたします。 

相続・事業承継 

こころ亭久茶氏（本名：木崎海洋） 

氏 

    【消費税軽減税率対策窓口相談等事業】 
 


